高齢者の人権に関する政府間作業部会　IGWG組織会合　パネル１　（背景の確認）
2026年2月18日

① 　クラウディア・マーラー氏、高齢者によるすべての人権の享受に関する国連独立専門家

長年にわたるご協力と、独立専門家の私をこの会議に招いていただいたことに深く感謝いたします。10年を経て、私が高齢者の人権の保護についてのニューヨークでの議論を広げただけでなく、高齢者の人権のよりよい保護も大きく貢献したことを誇りに思います。 
ご想像の通り、限られた時間の中で私が言いたいことをすべて盛り込むことは困難です。 
私の前任者であるローザ・コーンフェルド＝マッテ氏と私は、高齢者の権利に関する条約は状況を一変させるもの（game changer）であることを明らかにしてきました。現在の人権の枠組みでは、高齢者の現実の生活やその多様性を十分に保護することはできないためです。
したがって、多様な環境下で生活する高齢者の実情に即した有意義な草案となるよう、起草プロセスに高齢者が参画することが極めて重要です。パラダイムシフトは、開始時点から明確に位置付ける必要があります。
私は、国別訪問やテーマ別報告で、体系的なアプローチの転換について繰り返し議論し、現行の人権システムの欠陥と、国や地域レベルでの優れた実践例をとりあげてきました。
[bookmark: _Hlk227167873]独立専門家としての任務期間中、私はテーマ別報告を通じて、現行の人権枠組みの欠陥について人々の理解を高める機会を得ました。これらの報告は、エイジズム（年齢差別）や年齢に基づく差別、高齢者に対する暴力といったテーマを扱い、実質的な諸決議に反映されてきました。これらは（訳注　この作業部会が今後）合意する文言の基礎となり得ます。これは一例に過ぎず、我々は土台となる多くの資料をもっています。
独立専門家としての私の役割は、高齢者の声を意思決定者に届けることです。私は多くの国や様々な状況下で高齢者と話す機会を得て、彼らの声を各国の首都や国連に伝えました。これらは、この法的拘束力のある文書が、あらゆる現場で機能し、かつ多様な状況や時代の変化に応じて柔軟に実施できる、最も強力な保護を提供するために、私たちが考慮しなければならない最も重要な課題です。
このプロセスは、現行の人権保護システムの成果に焦点を当て、確立された保護措置を再確認するとともに、「害を及ぼさない」という原則が反映されねばなりません。同時に、AIやデジタル化、気候変動が高齢者の生活に与える影響、変化する家族構造、そして人口動態の変化なども取り入れる必要があります。 
このプロセスの枠組みには、すでに節目となる決議58/13で示されているように、加盟国、国内人権機関（NHRIs）、NGO、特別手続（訳注　人権理事会が設けている特別報告者や独立専門家などの専門家のこと）、国連機関といった主要な関係者の全面的な参加が必要です。特に、高齢者の全面的な参加に重点を置くことです！
オープンエンド作業部会、独立専門家、人権理事会、および学界によるこれまでの成果を基盤として概念的枠組みを構築します。そしてこれを法的拘束力のある文書の基礎として活用するために分析します。 
法的拘束力のある文書の構成は、要約すれば他の同種の文書と同じで、次の要素を含むべきです： 
· 前文では背景を概説する
· 包括的・一般的原則、
· 定義、（だれが対象か）
· 国家の義務
· 権利／基本的自由
· 完全な保護、救済措置、および監視を確保するための、変更や調整できる権利も含まれます
ご清聴ありがとうございました。今後、主要な包括的原則——その構造、範囲、内容——について議論し、詳細を詰めていくことを楽しみにしております。今後のプロセスにおいて、私は全面的に関与することを約束いたします。

（翻訳・佐藤久夫、鈴木靜）



